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「転出・転入手続のワンストップ化に伴う特例転入の転入届」様式統一について
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＜前提＞
（１）現行法令に基づく紙様式運用をベースに策定する。
（２）住民記録システムから当該様式を出力することとする。
（３）様式指定の範囲は、「転出・転入手続のワンストップ化に伴う特例転入の転入届」様式の

みとする。他の届出については、住民記録システムの仕様書の考え方を踏襲し、様式化しな
い。

＜記載事項に関する基本的な考え方＞
（１）法令に基づき、届出が必要な項目を様式化（事務処理要領を参照）。

※原則、届出事項となっていない事項は様式化しない（例：通称、旧氏等）。
マイナンバーカードの有無については、券面書換の要否確認を容易にする観点から欄を設
け、印字する。住基カードについては、経過措置の対象であることから、様式には入れない。

（２）届出事項のうち、転出証明書情報により、転入地市町村へ引き継がれる内容はシステム
印字を行い、本人記載欄を極力少なくする。続柄については、一部転入等により転入時
変わる可能性があるため、届出人に記載をさせる。

（３）本人からの申出により転出証明書情報の訂正を要する場合、自治体は申出事項の事実
を確認する。自治体は、事実を確認した上で、住民記録システムに仮登録されている内容
を修正し、審査後に本登録とする。

（４）届出人の署名は1枚目の紙のみとし、複数枚の利用を前提とする場合には、2枚目以降
の内容についても確認したことを自署により担保する。

（５）その他各自治体において必要な項目については余白欄を活用する。



転入届（メイン用紙）
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■凡例
赤字：届出人記載 青字：システム印字

【新様式のポイント②】
余白を残し、当該欄において用紙上で自治体ごとに自由に項目を設
定できることとする。
※利用想定 職員の手書き記載事項など

【新様式のポイント①】
当該箇所への署名で届出人の確認証跡とする。
※2枚目以降も当該署名で確認したこととする。



転入届（改ページ：6人以上世帯員がいるケース）
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【新様式のポイント③】
6人以上世帯員がいる場合は2
枚目以降に改ページとする。
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後続業務連携用（メイン用紙）
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【新様式のポイント④】
余白を残し、当該欄において用紙上で自治
体ごとに自由に項目を設定できることとする。
※利用想定 国保・介護などの資格異動
届において、1枚目の届け出だけでは足りな
い事項を届出させる場合等
※今後、転入手続のワンストップ化の議論
の進捗を見ながら、共通化できる内容が出
てきた場合には、適宜、余白欄を見直すこと
とする。
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後続業務連携用（改ページ：6人以上世帯員がいるケース）
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【新様式のポイント④】
余白を残し、当該欄において用紙上で自治
体ごとに自由に項目を設定できることとする。
※利用想定 国保・介護などの資格異動
届において、1枚目の届け出だけでは足りな
い事項を届出させる場合等
※今後、転入手続のワンストップ化の議論
の進捗を見ながら、共通化できる内容が出
てきた場合には、適宜、余白欄を見直すこと
とする。
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